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●子育て支援や高齢者の
医療など福祉の充実に
　約16万１千円

桜島・錦江湾
ジオパーク推進

南部親子つどいの
広場整備 環境子どもサミット

開催
新規創業者等育成

支援
文化薫る地域の魅力
づくりプラン推進

谷山地区連続立体
交差

コンビニ交付
システム構築

●環境や衛生の向上に
　約２万３千円

●巿の運営などに
　約５万円

●商業・観光・農林
水産業の振興に

　約８千円

●市債の返済に
　約４万６千円

●消防・救急に
　約１万１千円

●道路や公園、住宅など
の整備に
　約５万６千円

●教育や文化の振興に
　約３万３千円

市民１人当たり約38万８千円の使い道

健全団体

※財政が悪化しそれぞれの基準(※1･2･3)を超えると、計画を策定し、改善に取り組む必要があります
健全団体 経営健全化団体

早期健全化
団体

財政再生
団体

実質赤字比率
一般会計などの赤字を表す指標

★は平成25年度本市の決算の状況

連結実質赤字比率
全会計の赤字を表す指標

実質公債費比率
借金の返済費用の割合を表す指標

将来負担比率
一般会計などが将来負担すべき負債
の割合を表す指標

資金不足比率
公営企業ごとの資金不足
の割合を表す指標
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会　　　計　　　別 歳入決算額 歳出決算額 歳入歳出
差引額（A）

翌年度繰越事業
財源充当額（B）

実質収支
（A）-（B）

一　　般　　会　　計 243,514,170 235,411,499 8,102,671 2,064,035 6,038,636(①)
特　　別　　会　　計 117,099,078 119,545,693 △ 2,446,615 ０ △ 2,446,615(②)

内　
訳

土地区画整理事業清算 43,531 43,528 ３ ０ ３
中央卸売市場 622,826 602,998 19,828 ０ 19,828
交通災害共済事業 3,041 3,041 ０ ０ ０
地域下水道事業 70,562 66,161 4,401 ０ 4,401
桜島観光施設 111,329 25,942 85,387 ０ 85,387
国民健康保険事業 67,420,212 70,602,986 △ 3,182,774 ０ △ 3,182,774
介護保険 42,144,270 41,722,459 421,811 ０ 421,811
後期高齢者医療 6,362,545 6,304,040 58,505 ０ 58,505
母子寡婦福祉資金貸付事業 320,762 174,538 146,224 ０ 146,224

区　分 収　入 支　出 収支の状況

企業会計 38,998,648 37,454,190 1,544,458(③)

病院事業 13,946,037 13,639,106 306,931

交通事業 4,416,527 4,386,399 30,128

水道事業 11,089,521 10,183,934 905,587

工業用水道事業 9,269 8,946 323

公共下水道事業 7,198,387 6,972,167 226,220

船舶事業 2,338,908 2,263,638 75,270

 表３ 　健全化判断比率

 表４ 　資金不足比率

 表２ 　決算状況（企業会計の表）

 図 

 表1 　決算状況（一般会計、特別会計の表） （単位：千円） （単位：千円）

■決算の状況
◇平成25年度の一般会計や特別会計、企業会計の決算額は
　 表１ 、 表２ のとおりです
◇一般会計の実質収支額は約60億円（①）となりました
◇特別会計の収支状況は、９会計の合計で約24億円（②）の赤字
で、企業会計の収支状況は６会計の合計で約15億円（③）の黒字
となりました

■健全化判断比率と資金不足比率
◇健全化判断比率は 表３ のとおりで、すべての項目で早期健全化
基準を下回っています

◇公営企業の資金不足比率は 表４ のとおりです。交通事業会計で
資金不足額がありますが、経営健全化基準は下回っています

■市民１人当たりの使い道
◇一般会計の歳出決算額の使い道を市民１人当たりで換算すると
約38万８千円。分野ごとでみると  図  のとおりです
■詳しい決算状況を知りたいときは
◇平成25年度の決算状況をまとめた「かごしま市
決算のあらまし」を作成しました

◇閲覧場所　 市政情報コーナー、各支所、地域公
民館など

◇市ホームページ（http://www.city.kagoshima.lg.jp/）
　でもご覧いただけます。

【財政課 216-1155】

－　用　語　解　説　－
◇一般会計

◇特別会計

◇企業会計

◇健全化
　判断比率
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～市民と協働のまちづくりを進めていくために、
　　　　さまざまな事業に大切に使わせていただきました～

平成25年度 決算状況

市の会計の基本であり、福祉、医療、教育や道路・
公園の整備など基本的な行政サービスを行う会計
です。主な収入は、市税や国・県支出金などです
 特定目的のための会計で、国民健康保険税や介護保
険料など特定収入があり、一般会計から切り離し
て、その収入・支出を管理する会計です
 地方公営企業（市立病院、交通局、水道局、船舶局）
の会計で、民間企業と同じように、事業で収益をあ
げて運営する会計です
市の財政の健全度を測る指標の一つで
す。「実質赤字比率」、「連結実質赤字比
率」、「将来負担比率」などの項目があり
ますが、市はすべての項目で、健全団体
内にあります
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◇期　間　２月16日（月）～３月16日（月）（土・日曜日を除く）
　　　　　８時30分～17時15分
◇場　所　市役所本館２階講堂、各支所の税務課（係）
　　　　　※臨時受付場所は、左下の 表 のとおり
　市・県民税のほか、国民健康保険税、介護保険料などの算定基礎となります。
　また、確定申告をした人は、市・県民税の申告をする必要はありません。

■申告が必要な人（AかB）
A 今年１月１日現在、市内に住所がある人で、前年中に、
（１）営業・農業・不動産・配当・生命保険の一時金などの所得があった人
（２）給与収入があって、次に該当する人
　　①勤務先から給与支払報告書が提出されていない人
　　②源泉徴収票に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける人
（３）公的年金等の収入があって、次に該当する人
　　①源泉徴収票に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける人
　　②障害年金・遺族年金のみを受給していて扶養親族などになっていない人
（４）収入がなかった人（控除対象配偶者や扶養親族を除く）　など
B 今年１月１日現在、本市に住民登録がない人で、市内に家屋敷（マンショ
ン・アパート・借家などを含む。他人に貸してあるものは除く）を有する人

前年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係
る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は所得税の確定申告は不要です
が、公的年金等に係る雑所得以外の所得があるときや、
源泉徴収票に記載されていない各種控除の適用を受ける
ときなどは、市・県民税の申告が必要です。

・申告は郵送でも可能です
申告書を郵送するときは、必要事
項と連絡先を記入の上、関係書類
を添付してください
・時間に余裕をもって、早めにお越
しください
　申告期間終了
間近は、とくに
申告会場が混
雑し、お待ちい
ただくことも
あります

市民税課　大久保主事

■申告に必要なもの
□ 申告書 （申告が必要と思われる人には今月上旬に申告書を
発送します）　※申告書が必要な人で届かなかった人には、
市民税課、各支所の税務窓口、申告会場、臨時受付場所（開
設日のみ）に申告書を準備しています

□ 印鑑（認印で可）
□ 源泉徴収票（給与や公的年金など）
□ 営業や不動産などの収入や必要経費を確認できる書類（固定
資産税納税通知書兼領収書・帳簿類など）

□ 前年中に支払った社会保険
　 料、国民健康保険税（料）、後
　 期高齢者医療保険料、国民年
　 金保険料、介護保険料、生命
　 保険料、地震保険料、医療費
　 などの支払証明書か領収書
　 など
□ 身体障害者手帳、障害者控除
　 対象者認定書など

■申告するときの注意点
◇医療費控除を申告するときは、あらかじ
め領収書などを整理し、控除対象となる
医療費の合計金額と保険金などで補填さ
れる金額を計算しておいてください

◇申告書は、記入できるところはあらかじ
め記入しておいてください

公的年金等を受給している人

鹿児島税務署からのお知らせ
①所得税および復興特別所得税の確定申告
平成26年分の所得税および復興特別所得税の確定申告、記

載要領などの相談は、確定申告会場をご利用ください。
◇期　間　 ２月16日（月）～３月16日（月）の９時～16時（土・日

曜日を除く。２月22日、３月１日の日曜日は開設）
◇場　所　確定申告会場（県市町村自治会館４階）
②南九州税理士会による無料相談
◇対　象　年金所得者や給与所得者など（還付申告）
◇期　間　２月９日（月）～13日（金）の９時～16時（11日を除く）
◇場　所　県市町村自治会館４階
①②共通
◇２月９日（月）～３月16日（月）は、鹿児島税務署内では確定
申告書の受け付けのみで、記載要領などの相談は行ってい
ません

◇会場の駐車場は有料です。できるだけ公共交通機関をご利
用ください

◇問い合わせ　鹿児島税務署 255-8111

会　　場 受付日 時間 会　　場 受付日 時間

本
庁
管
内

紫原福祉館 ２月24日（火）

Ａ

桜
島
支
所
管
内

桜峰校区公民館 ２月16日（月）

Ａ
田上福祉館 ２月25日（水） 武地域公民館 ２月17日（火）

武岡福祉館 ２月26日（木） 小池地域公民館 ２月19日（木）

真砂福祉館 ２月27日（金） 赤水地域公民館 ２月20日（金）

谷
山
支
所
管
内

錫山校区公民館 ２月24日（火）Ｄ

喜
入
支
所
管
内

瀬々串校区公民館 ２月17日（火）

A

坂之上福祉館 ２月24日（火）Ｂ 中名校区公民館 ２月18日（水）

桜ヶ丘福祉館 ２月25日（水）Ａ 一倉校区公民館 ２月19日（木）

平川福祉館 ２月26日（木）Ｄ 前之浜校区公民館 ２月20日（金）

福平福祉館 ２月26日（木）Ｂ 生見校区公民館 ２月23日（月）

茂頭公民館 ２月27日（金）Ｄ
松
元
支
所
管
内

四元集会施設 ２月17日（火）

Ａ
谷山北公民館 ２月27日（金）Ｂ 直木地域公民館 ２月18日（水）

伊
敷
支
所
管
内

犬迫校区公民館 ２月25日（水）

Ａ

春山地域公民館 ２月19日（木）

かごしま中央農協皆与志支店 ２月26日（木） 仁田尾後自治公民館 ２月20日（金）

小山田コミュニティセンター ２月27日（金）

郡
山
支
所
管
内

常盤コミュニティセンター ２月17日（火）Ｃ

吉
野
支
所
管
内

川上福祉館 ２月24日（火）Ａ
本岳ふれあいセンター ２月17日（火）Ｅ

西有里研修館 ２月18日（水）Ａ

吉
田
支
所
管
内

西下公民館 ２月18日（水）

Ｆ

東部研修館 ２月19日（木）Ａ

吉田校区コミュニティセンター ２月19日（木） 花尾コミュニティセンター ２月20日（金）Ａ

本名校区コミュニティセンター ２月20日（金） 東
桜
島
支
所
管
内

野尻町公民館 ２月16日（月）

※
牟礼岡校区コミュニティセンター ２月23日（月） 持木町公民館 ２月16日（月）

大原地区公民館 ２月24日（火） 宇土公民館 ２月17日（火）

宮校区コミュニティセンター ２月25日（水） 園山公民館 ２月18日（水）

 表   市・県民税申告臨時受付場所一覧表
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平成27年度

A…９時30分～12時　 B…13時30分～16時　C…９時～10時
D…10時～11時30分　 E …10時30分～12時　 F …９時30分～11時45分

※東桜島支所管内には、別途お知らせします

市民税課
216-1173 ～1176(直通)

桜島支所税務課
293-2348(直通)

谷山支所税務課
269-8421(直通)

喜入支所税務課
345-3759(直通)

伊敷支所税務課
229-9736(直通)

松元支所税務課
278-5416(直通)

吉野支所税務課
244-7392(直通)

郡山支所税務課
298-2115(直通)

吉田支所税務課
294-1213(直通)

東桜島支所税務係
221-2111(代表)

時間の
区　分

（□に　をするなど、）
事前に確認
しましょう！


